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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
目盛を備える目盛板及び指針とこれら目盛板及び指針を覆う透明覆板とを有する計器に取
り付けられ、ＩＣチップとアンテナを備えると共に非接触で電波により記憶情報を伝達可
能なＩＣタグと、前記透明覆板に前記ＩＣタグを取り付けると共に保持する取付媒体とを
有し、前記ＩＣタグと無線通信を行う無線読取機と共に用いられる計器用ＩＣタグユニッ
トであって、
前記指針の動作を読み取る目盛読取モジュールをさらに備え、
前記ＩＣタグは前記アンテナにより前記無線読取機と無線通信を行うものであり、
前記ＩＣタグは前記透明覆板への取付時において前記目盛及び指針の指示部と視認方向に
対して重ならない位置となるように前記取付媒体上に設けられ、
前記目盛読取モジュールは、前記取付媒体上で前記指針に対向し、その相対移動より前記
指針の位置を読み取るセンサとを有している計器用ＩＣタグユニット。
【請求項２】
前記無線読取機は、前記ＩＣタグとの近距離無線通信のためのモジュールと、さらに遠距
離無線通信のための遠距離無線通信モジュールとを備えている請求項１記載の計器用ＩＣ
タグユニット。
【請求項３】
前記取付媒体は前記指針の中心軸近傍に前記センサを位置させるようにこのセンサを保持
し、このセンサとの相対回転により角度を特定するマーカーは前記指針の中心軸近傍に取
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り付けられるものである請求項１記載の計器用ＩＣタグユニット。
【請求項４】
前記取付媒体は前記指針の最小値と最大値の位置を示すポインターを一対有しており、前
記指針に固定したマーカーに対して前記取付媒体を相対回転させて前記ポインターの各々
を指針に合わせることが可能である請求項３記載の計器用ＩＣタグユニット。
【請求項５】
前記計器は見返しを備え、前記アンテナは前記目盛板を囲むように前記見返しに沿って設
けられている請求項１又は２記載の計器用ＩＣタグユニット。
【請求項６】
請求項１記載の計器用ＩＣタグユニットと、前記無線読取機とを備え、この無線読取機は
、前記ＩＣタグの電力モジュールに供給する電力を獲得する電源を有している計器用ＩＣ
タグシステム。
【請求項７】
前記無線読取機は電源としてバッテリーを備えている請求項６記載の計器用ＩＣタグシス
テム。
【請求項８】
前記無線読取機は電源として太陽電池を備えている請求項６記載の計器用ＩＣタグシステ
ム。
【請求項９】
前記無線読取機がリーダーライターである請求項６記載の計器用ＩＣタグシステム。
【請求項１０】
請求項１記載のＩＣタグユニットを備えた計器であって、前記取付媒体は前記指針の中心
軸近傍に前記センサを位置させるようにこのセンサを保持し、このセンサとの相対回転に
より角度を特定するマーカーは前記指針の中心軸近傍に取り付けられるものであるＩＣタ
グユニットを備えた計器。
【請求項１１】
請求項４記載のＩＣタグユニットを備えた計器の校正方法であって、第一ポインターが前
記指針の指示部に重なるように、前記透明覆板と共に前記ＩＣタグユニットを回転させて
ゼロ点校正を行い、第二ポインターが前記指示部と重なるように前記透明覆板と共に前記
ＩＣタグユニットを回転させて最高点校正を行い、前記目盛板の目盛の対応部に先の第一
、第二ポインターが重なるまで透明覆板と共にＩＣタグユニットを回転させるＩＣタグユ
ニットを備えた計器の校正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、計器用ＩＣタグユニット、計器用ＩＣタグシステム、ＩＣタグユニットを備
えた計器及びＩＣタグユニットを備えた計器の校正方法に関する。さらに詳しくは、目盛
を備える目盛板及び指針とこれら目盛板及び指針を覆う透明覆板とを有する計器に取り付
けられ、ＩＣチップとアンテナを備えると共に非接触で電波により記憶情報を伝達可能な
ＩＣタグと、前記透明覆板に前記ＩＣタグを取り付けると共に保持する取付媒体とを有し
、前記ＩＣタグと無線通信を行う無線読取機と共に用いられる計器用ＩＣタグユニット、
計器用ＩＣタグシステム、ＩＣタグユニットを備えた計器及びＩＣタグユニットを備えた
計器の校正方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　既存の計器、例えば、圧力計、温度計、流量計、電力計など工業計器に取り付けること
で、計器校正の確認や計器定期点検を行うため支援装置として利用することができるＩＣ
タグユニットとしては、特許文献１に記載のものが知られている。非接触で電波により記
憶情報を伝達可能なＩＣタグと、計器に前記ＩＣタグを取り付ける取付手段とを有し、計
器の情報、校正情報、点検情報などを読み書きできるＩＣタグを、計器本体の金属部によ
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る影響や計器目盛の可視性を妨げること無く、しかも、塵埃や雨滴などで劣化すること無
く計器に取付けることができる。また、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）の電波
を送受信することにより電磁波の起電力をもってＩＣチップを駆動させ、電波でＩＣチッ
プのメモリと交信を行うＲＦＩＤを用いている。しかし、計測値を確認する場合、目視に
よる確認を行い、それを人間が記録する必要があった。
【０００３】
　また、アナログ計器に後付けできて同計器の校正状態を損なわずに、計器の数値を電子
化できる装置として、特許文献２に記載のものが知られている。しかし、同考案によれば
、透明覆板に特別な加工が必要で、配線が目盛板側に露出するため、視認性も損なわれて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１５／１７４３７４号
【特許文献２】実用新案登録第３１６１３９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　かかる従来の実情に鑑みて、本発明は、アナログ計器に後付けできて同計器の校正状態
及び視認性を損なわず、指針の示す値を読み取って無線で外部に取り出すことのできる計
器用ＩＣタグユニット、計器用ＩＣタグシステム、ＩＣタグユニットを備えた計器及びＩ
Ｃタグユニットを備えた計器の校正方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明に係る計器用ＩＣタグユニットの特徴は、目盛を備え
る目盛板及び指針とこれら目盛板及び指針を覆う透明覆板とを有する計器に取り付けられ
、ＩＣチップとアンテナを備えると共に非接触で電波により記憶情報を伝達可能なＩＣタ
グと、前記透明覆板に前記ＩＣタグを取り付けると共に保持する取付媒体とを有し、前記
ＩＣタグと無線通信を行う無線読取機と共に用いられるものであって、前記指針の動作を
読み取る目盛読取モジュールをさらに備え、前記ＩＣタグは前記アンテナにより前記無線
読取機と無線通信を行うものであり、前記ＩＣタグは前記透明覆板への取付時において前
記目盛及び指針の指示部と視認方向に対して重ならない位置となるように前記取付媒体上
に設けられ、前記目盛読取モジュールは、前記取付媒体上で前記指針に対向し、その相対
移動より前記指針の位置を読み取るセンサとを有していることにある。
【０００７】
　同特徴によれば、ＩＣタグユニットは透明覆板に取り付けられ、計器の内側に位置して
も、計器の校正状態や機能を損ねることも無い。目盛読取モジュール指針との相対移動（
回動）により、その指示値を読み取る。無線読取機は計器の外側に設置すればよく、比較
的十分なバッテリーを搭載できるため、近距離双方の通信を行いながら、ＩＣタグユニッ
トに十分な動作電力を供給できる。その結果、計器が汚れて指針の判別が不可能でもモニ
タは継続でき、計器の透明覆板が汚染されていても問題はない。
【０００８】
　前記無線読取機は、前記ＩＣタグとの近距離無線通信のためのモジュールと、さらに遠
距離無線通信のための遠距離無線通信モジュールとを備えているとよい。同特徴により、
ほぼリアルタイムの指針のモニタが可能となる。
【０００９】
　上記構成において、前記取付媒体は前記指針の中心軸近傍に前記センサを位置させるよ
うにこのセンサを保持し、このセンサとの相対回転により角度を特定するマーカーは前記
指針の中心軸近傍に取り付けられるものであるとよい。指針を直接検出するのではなく、
マーカーを介するため、目盛読取モジュールは安定した指針の指し示す値を得ることがで



(4) JP 6313883 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

きる。
【００１０】
　上記構成において、前記取付媒体は前記指針の最小値と最大値の位置を示すポインター
を一対有しており、前記指針に固定したマーカーに対して前記取付媒体を相対回転させて
前記ポインターの各々を指針に合わせることが可能としても良い。同特徴によれば、透明
覆板も円形であり、計器の指針の軸と合わせて相対回転させられるため、計器の値を変え
ずにゼロ点と最高点との構成が行えて便宜である。
【００１１】
　また、前記計器は見返しを備え、前記アンテナは前記目盛板を囲むように前記見返しに
沿って設けてもよい。同特徴によれば、大きなアンテナを金属部品に影響されることなく
確保でき、長波長の無線を利用して安定的に電力を供給することができる。
【００１２】
　上記目的を達成するため、本発明に係る計器用ＩＣタグシステムの特徴は、上記特徴構
成に記載の計器用ＩＣタグユニットと、前記無線読取機とを備え、この無線読取機は、前
記ＩＣタグの電力モジュールに供給する電力を獲得する電源を有していることにある。係
る場合、前記無線読取機は電源としてバッテリーを備えるとよく、または、前記無線読取
機は電源として太陽電池を備えてもよい。前記無線読取機はリーダーライターとして実施
してもよい。
【００１３】
　また、上記目的を達成するため、本発明に係るＩＣタグユニットを備えた計器の特徴は
、上記特徴構成に記載のＩＣタグユニットを備えた構成において、前記取付媒体は前記指
針の中心軸近傍に前記センサを位置させるようにこのセンサを保持し、このセンサとの相
対回転により角度を特定するマーカーは前記指針の中心軸近傍に取り付けられるものであ
るとよい。
【００１４】
　上記目的を達成するため、ＩＣタグユニットを備えた計器の校正方法の特徴は、前記ポ
インターを一対有する構成であって、第一ポインターが前記指針の指示部に重なるように
、前記透明覆板と共に前記ＩＣタグユニットを回転させてゼロ点校正を行い、第二ポイン
ターが前記指示部と重なるように前記透明覆板と共に前記ＩＣタグユニットを回転させて
最高点校正を行い、前記目盛板の目盛の対応部に先の第一、第二ポインターが重なるまで
透明覆板と共にＩＣタグユニットを回転させることにある。
【発明の効果】
【００１５】
　上記本発明の特徴構成によれば、アナログ計器に後付けできて同計器の校正状態及び視
認性を損なわず、指針の示す値を読み取って無線で外部に取り出すことのできる計器用Ｉ
Ｃタグユニット、計器用ＩＣタグシステム、ＩＣタグユニットを備えた計器及びＩＣタグ
ユニットを備えた計器の校正方法を提供することが可能となった。
【００１６】
　本発明の他の目的、構成及び効果については、以下の発明の実施の形態の項から明らか
になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】本発明の第１実施形態に係る計器用ＩＣタグユニットを備えた計器の正面図で
ある。
【図１Ｂ】一部を破砕した側面図である。
【図１Ｃ】ＩＣタグユニットのみの正面図である。
【図２】図１Ｂの分解側面図である。
【図３】図１Ｂの要部断面図である。
【図４】目盛読取モジュールの図３平面図である。
【図５】本発明に係る計器用ＩＣタグシステムの構成を示すブロック図である。
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【図６】本発明の第２実施形態に係る計器用ＩＣタグシステムの構成を示すブロック図で
ある。
【図７】本発明の第３実施形態に係る計器用ＩＣタグシステムの取り付け状態を示し、（
ａ）は計器の斜視図、（ｂ）は同側面図である。
【図８Ａ】本発明の第４実施形態に係るＩＣタグユニットと指針との関係を示す図であり
、通常の取り付け状態を示す図である。
【図８Ｂ】本発明の第４実施形態に係るＩＣタグユニットと指針との関係を示す図であり
、ゼロ点の校正時を示す図である。
【図８Ｃ】本発明の第４実施形態に係るＩＣタグユニットと指針との関係を示す図であり
、最高値の校正時を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。まずは図１～６を参照
しながら、第一実施形態について説明する。
　本発明に係る計器用ＩＣタグユニット１０が設けられる計器５０は、図１～３に示すよ
うに、ケース本体５１の中にブルドン管機構５７が支持され、このブルドン管機構５７か
ら出る回転軸を目盛板５６に挿通させ、指針５５を取り付けることで、ブルドン管機構５
７の作用により目盛板５６の目盛５６ａに対し指針５５を相対回転させ、圧力を表示する
。目盛板５６の前面には目盛板５６保護用の透明覆板５３が設けられ、見返し５４を介し
てカバー５２をケース本体５１へ螺合させることにより、ケース本体５１へ支持される。
ここではブルドン管圧力計を例に挙げるが、本発明は指針のある計器ならどのような種類
のものに対しても適用可能である。
【００１９】
　目盛板５６の目盛５６ａは指針５５の中心軸の周りに円弧状に配置され、この例では、
目盛０から１．５まで指針５５の先端が下部よりブルドン管機構５７に供給される圧力に
より回転し、圧力を表示する。目盛板５６の中央付近にはメーカー名や計器の種類、例え
ば圧力計、流量計等や、計器性能（耐熱用、耐振用など）や精度等級、用途条件（禁油、
禁水、要部ＳＵＳなど）が表記され、また、下部には会社のエンブレム等が計器情報とし
て表記される。
【００２０】
　計器用ＩＣタグユニット１０は、第一、第二シート１４ａ，１４ｂの間にＩＣタグ１１
を設け、これら第一、第二シート１４ａ，１４ｂを熱圧着または非加熱で張り合わせるこ
とにより、シート１４でＩＣタグ１１を防水状態で保持し、第一シート１４ａの前面に粘
着剤よりなる透明覆板５３への貼付け用の貼付層１５を備えている。第一、第二シート１
４ａ，１４ｂはともに変形可能な合成樹脂とする他、一方または双方にガラスまたは硬質
の合成樹脂シートを用いても良い。本実施形態では、シート１４は透明な合成樹脂シート
を用いて、目盛板５６の視界を妨げない構成としている。貼付層１５も同様に透明である
。第一、第二シート１４ａ，１４ｂ、貼付層１５はそれぞれ同径の円形で、カバー５２の
内径より小さく形成してあるが、同内径に近いが少し小さく形成してもよい。
【００２１】
　図１～３に示すように、ＩＣタグ１１は、ＩＣチップ１２及びアンテナ１３を備えてお
り、それぞれ第一シート１４ａに接着されている。ＩＣチップ１２は図１に示すように指
針５５の中央付近に設けられ、また、アンテナ１３はＩＣチップ上に設けられている。本
発明では、アンテナ１３はＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）の電波を送受信する
ことにより電磁波の起電力をもってＩＣチップ１２を駆動させ、電波でＩＣチップ１２の
メモリと交信を行う電力モジュール３１を備えたＲＦＩＤを用いている。
【００２２】
　計器用ＩＣタグユニット１０におけるＩＣチップ１２のメモリには、計器に貼る前や点
検時の点検状態、計器５０のユニークＩＤ番号、計器５０の型式、計器５０の校正期限、
計器５０の前回点検日、次回点検予定日、検査作業者名、タイムスタンプ等の情報が記憶
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されている。
【００２３】
　アンテナ１３は、本例では金属のエッチング等によりＩＣチップ１２上に形成されてい
るが、印刷や蒸着によりシート１４上に形成することも可能である。また、塗布型有機半
導体「アルキルＤＮＢＤＴ」を用い、シート１４に塗布すると同時に結晶化して膜を形成
する「塗布結晶化法」により、有機ＴＦＴ整流素子だけでＲＦＩＤ論理回路を製作し、こ
れをＩＣタグ１１としてもよい。
【００２４】
　アンテナ１３は、図１Ａ及び図１Ｃの符号１３’に示すように、金属箔または樹脂と金
属箔またはエッチングとのラミネートとして、上記目盛板５６を囲むような円弧状に形成
し、見返し５４に貼り付けてもよい。見返し５４が樹脂製の場合は、ケース本体５１やカ
バー５２からの磁気的影響を防ぎ、しかも寸法が大きいため、長波長で給電エネルギーの
大きなＲＦ波を受信することができる。ＩＣチップ１１とアンテナ１３’の間は引き出し
部１３ａ’及び着脱可能なコネクタ１３ｂ’で接続されている。
【００２５】
　シート１４の材料については、例えば、２軸延伸ナイロンフィルム、２軸延伸ポリプロ
ピレン（ＯＰＰ）フィルム、２軸延伸ポリエステル系樹脂フィルム等の単体ないしそれら
の積層体が用いられ、２軸延伸ポリエステル系樹脂フィルムが特に好適に用いられる。熱
可塑性樹脂層は、熱によって溶融して積層体を相互に融着してＲＦＩＤタグを格納可能な
ものであればよく、例えば、低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチ
レン、直鎖状（綿状）低密度ポリエチレン、メタロセン触媒（シングルサイト触媒）を使
用して重合したエチレン・α－オレフィン共重合体、ポリプロピレン、エチレン・酢酸ビ
ニル共重合体、アイオノマー樹脂、エチレン－アクリル酸エチル共重合体、エチレン－ア
クリル酸共重合体、エチレン－メタクリル酸共重合体、エチレン－プロピレン共重合体、
メチルペンテンポリマー、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂
をアクリル酸、メタクリル酸、無水マレイン酸、フマール酸等の不飽和カルボン酸で変性
した酸変性ポリオレフィン系樹脂などから選ばれた１種ないし２種以上を使用することが
できる。熱可塑性樹脂層の厚さとしては、ヒートシール性等を考慮すると、１０μｍ～１
００μｍ程度であることが好ましい。アンテナ１３’のラミネート材料も同様である。
【００２６】
　また、透明覆板５３，部材２３は、硬質に形成された上述のシート１４の材料のほか、
アクリル板、ポリカーボネイト板の他、ガラス板等も用いることができる。貼付層１５と
しては、例えばアクリル系の粘着剤を用いることができ、アクリル系重合体とともに架橋
剤を含有させたものを用いても良い。シート１４を貼付層１５により透明覆板５３に貼り
付けることで、透明覆板５３の強度を高め、割れや飛散を防ぐ。
【００２７】
　目盛読取モジュール２０は、前記シート１４上に設けられる近接センサ２１と、前記指
針５５の中心軸近傍に設けられる導電性ターゲット２２を備えている。この近接センサ２
１は、非接触で指針の動きを検出できる近接センサである誘導型近接センサを用いている
。これに限らず、静電容量形近接センサを用いたり、光学式近接センサを用いたり、指針
に磁石を付けて、磁気センサで検出するなどの他のセンサを用いてもよい。
【００２８】
　図１Ａ～Ｃ，３，４に示すように、導電性ターゲット２２は、シート２３の上に渦巻き
状の導電パターン２４がエッチングや印刷などにより形成され、粘着材等の貼付層２５を
介して指針５５の中央近傍に貼り付けられる。近接センサ２１は、検出コイル２１ａを有
しており、指針５５の回動により、検出コイル２１ａに近接する渦巻きの太さが変化し、
導電層と絶縁層の比率が変わるため、導電性ターゲットの回転、すなわち、指針５５の回
転角を検出することができる。
【００２９】
　本実施形態では指針が樹脂でも検出可能なように導電性ターゲット２２を用いたが、指
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針５５が金属である場合は、導電性ターゲット２２を使用せずに指針５５を近接センサで
直接検出してもよい。近接センサには、例えば、Texas Instruments社のLDC1000シリーズ
等を使用することができる。
【００３０】
　本実施形態では、図１Ａ～Ｃ，３，５に示すように、無線通信機として遠距離通信ユニ
ット７０を計器５０の背面に固定して用いている。この遠距離通信ユニット７０は、先の
ＩＣタグユニット１０と近距離通信を行う近距離通信モジュール７１と、３Ｇ、ｗｉｆｉ
（登録商標）等の規格により遠距離通信を行う遠距離通信モジュール７２と、これらを駆
動させるバッテリー７３と、近距離、遠距離それぞれの通信のためのアンテナ７４とを備
えている。遠距離通信モジュール７２はスマートフォン９１等のＵＩＦを有する携帯端末
、パーソナルコンピュータ９２により操作が可能である。パーソナルコンピュータは、Ｃ
ＰＵ、メモリ、バスを有する本体９２ａ，ディスプレイ９２ｂ、キーボード９２ｃ及びマ
ウス９２ｄ等を備えている。
【００３１】
　前記近距離通信には、微弱な電力で動作可能なＲＦＩＤ、ＢＬＥ（Bluetooth Low Ener
gy（Bluetoothは登録商標））などの通信方式を用いることができる。この近距離通信モ
ジュール７１により誘導電流を供給することにより、電力モジュール３１を介してＲＦＩ
Ｄ，近接センサ２１に電力供給が可能で、ガラスが汚れているなど、指針を見ることが出
来ない状態でも圧力値を読み取ることが可能である。また、先のスマートフォン９１やＰ
Ｃ９２（以下スマートフォン９１等）で監視する圧力の閾値を変えたり、誤差の処理を変
えたりすることが可能である。
【００３２】
　近接センサ２１は、検出コイル２１ａに加え、Ａ／Ｄ変換部を備える。検出コイル２１
ａで読み取ったアナログ値としての指針５５の回転角度（すなわち圧力値）をＡ／Ｄ変換
部でデジタル値変換後、ＩＣタグユニット１０の低消費電力の近距離無線によって近距離
通信モジュール７１に送る。さらに、遠距離通信ユニット１０によって、遠隔地にあるス
マートフォン９１やパーソナルコンピュータ９２に定期的にデータが送られる。
【００３３】
　計器用ＩＣタグユニット１０の製造方法の一例を説明すると、まず片面に貼付層１５及
び剥離紙が設けられた第一シート１４ａにあらかじめＩＣチップ１２，アンテナ１３を接
着剤または他の方法により取り付ける。一方第二シート１４ｂの第一シート１４ａへの対
向面には熱可塑性樹脂が塗布されており、２枚の第一、第二シート１４ａ，１４ｂは熱と
圧力（熱可塑性樹脂の熱融解による樹脂どうしの接着）もしくは非加熱で圧力（フィルム
間に接着成分を含む）を加えることによって貼りあわされる。その後、計器のサイズに応
じて円形に型抜きを行う。
【００３４】
　計器用ＩＣタグユニット１０の取付に際しては、貼付層１５を保護する剥離紙を剥離し
、カバー５２と透明覆板５３を外し、シート１４の中心と透明覆板５３の中心をできるだ
け合わせて貼付層１５で透明覆板５３の裏面に貼り付ける。計器用ＩＣタグユニット１０
は圧力計に関してはユーザーサイドで誰でも容易に取り付けができることを考慮している
が、これは日本国計量法で許されている、計量法施行規則第１０条に規定の「軽微な修理
」の範囲の修理であって特定計量器の精度、性能に影響を及ぼさない修理に該当する（修
理事業の届出や検定証印等の除去の必要がなく、誰でも行うことができる。）。 
【００３５】
　タグユニット１０の設置時のキャリブレーションや初期設定について説明する。計器５
０に圧力がかかっていない状態で、スマートフォン９１等を操作することにより、先の近
接センサ２１により得られた値をゼロ値として前記ＩＣタグ１１に記憶させる。次いで、
計器５０に圧力を加えて指針５５を最大値とし、スマートフォン９１等を操作することに
より、このときの値を最大値として前記ＩＣタグ１１に記憶させる。これによって、最大
値のキャリブレーションを行い、先の最小値と合わせて、近接センサ２１の出力（電圧値
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）を圧力値に変換することができる。
【００３６】
　このキャリブレーションの値はキャリブレーションを行った日時とともにＩＣタグセン
サユニットのＩＣタグのメモリに記憶される。また、センサのデータを送信する間隔、時
計合わせ、警報メールを発信する圧力値などの設定も携帯端末、遠距離通信ユニット経由
で行う。
【００３７】
　続いて、本発明の他の実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形
態と同様の部材には同一の符号を附してある。また、各実施形態は相互に組み合わせて実
施することができる。
【００３８】
　図６に示す第２実施形態では、遠距離通信ユニット７０を用いずに、リーダーライター
８０を用いてＩＣタグユニット１０に電力供給、通信を行っている点が異なる。このリー
ダーライター８０は、送受信部８１，制御装置８２，タッチパネル８３及びアンテナ８４
を備えており、タッチパネル８３を介してＩＣタグユニット１０に対し上述の操作が可能
である。また、遠距離通信ユニット７０の保守時や停電時にも、このリーダーライター８
０を用いて指針の読み取り等を行うことができる。
【００３９】
　図７に示す本発明の第２実施形態では、下端７６ａの解放された板バネ７６で計器５０
の上に遠距離通信ユニット７０を固定している。このユニット７０には、先の実施形態と
同様、近距離通信モジュール７１，遠距離通信モジュール７２、バッテリー７３を搭載し
ているが、さらに、太陽電池７５も搭載しており、発電した電力をバッテリー７３に充電
して使用する。リーダーライター８０からの誘導電流をＩＣタグ１１，近接センサ２１に
供給することにより、保守点検時に無電源状態でもセンサの値を読み取ることが可能で、
ガラスが汚れているなど、指針を見ることが出来ない状態でも圧力値を読み取ることが可
能である。
【００４０】
　図８Ａ～Ｃに示す第４実施形態では、ゼロ点と最高点との校正が、指針５５を動かさな
いで行われる。本実施形態では、図８Ａに示すように、ＩＣタグユニット１０が先の実施
形態よりも大径に形成され、計器５０の目盛５６ａ近傍までその外周が近接している。そ
して、目盛５６ａのゼロ点及び最高点にそれぞれ第一ポインター１９ａ、第二ポインター
１９ｂが位置するように設けられている。
【００４１】
　校正にあたっては、図８Ｂに示すように、まず、第一ポインター１９ａが指針５５の指
示部５５ａに重なるように、透明覆板５３と共にＩＣタグユニット１０を矢印Ｒ１の方向
に第一ポインター１９ａと指示部５５ａが重なるまで回転させる。この状態で先のゼロ点
校正を行う。次いで、図８Ｃに示すように、透明覆板５３と共にＩＣタグユニット１０を
矢印Ｒ２の方向に第二ポインター１９ｂと指示部５５ａが重なるまで回転させる。この状
態で先の最高点校正を行う。その後、図８Ａの状態になるまでＩＣタグユニット１０を回
転させ、校正は終了する。ＩＣタグユニット１０を回転させる際は、見返し５４とアンテ
ナ１３’とを同時に回転させてもよいが、アンテナ１３’のコネクタ１３ｂ’を外して回
転させてもよい。
【００４２】
　先の導電性ターゲット２２に指示部５５ａと同様の突起を設けてもよい。その結果、目
盛５６ａのゼロ点と最高点に導電性ターゲット２２の突起を合わせるように回転させ、そ
れぞれ上述の校正作業を行えば、突起を指示部５５ａと重なる位置まで導電性ターゲット
２２を回転させて重ねることで、同上の校正が行える。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明は、既存の計器に取り付けることで、計器校正の確認や計器定期点検を行うため
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の支援装置として利用することができる。本発明は、既存の計器、例えば、圧力計、温度
計、流量計、電力計など工業計器に用いることができる。
【符号の説明】
【００４４】
１０：計器用ＩＣタグユニット、１１：ＩＣタグ、１２：ＩＣチップ、１３：アンテナ、
１４：シート、１４ａ：第一シート、１４ｂ: 第二シート、１５：貼付層、２０：目盛読
取モジュール、２１：近接センサ、２１ａ：検出コイル、２２：導電性ターゲット、２３
：シート、２４：導電パターン、２５：貼付層、３０：無線読取機、３１：電力モジュー
ル、５０：計器、５１: ケース本体、５２：カバー、５３：透明覆板、５４：見返し、５
５：指針、５５ａ：指示部、５６：目盛板、５６ａ：目盛、５７：ブルドン管機構、７０
：遠距離通信ユニット、７１：近距離通信モジュール、７２：遠距離通信モジュール、７
３：バッテリー、７４：アンテナ、７５：太陽電池、７６：固定具、８０：リーダーライ
ター、８１：送受信部、８２：制御装置、８３：タッチパネル、８４：アンテナ、９１：
スマートフォン（携帯端末）、９２：ＰＣ

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８Ａ】
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